
令和３年度 集団指導
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居宅療養管理指導
（歯科医師・歯科衛生士）

別冊

福 岡 県 保 健 医 療 介 護 部 介 護 保 険 課

北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課

福岡市保健福祉局高齢社会部事業者指導課

久 留 米 市 健 康 福 祉 部 介 護 保 険 課

居宅療養管理指導とは

•基本方針

居宅療養管理指導とは、要介護状態となった場合
においても、その利用者が可能な限りその居宅にお
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科
衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に
対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置か
れている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上
の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の
向上を図るものでなければならない。
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通院が困難な利用者について

居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院
が困難なものに対して、定期的に訪問して指導等を行っ
た場合の評価であり、継続的な指導等の必要のないも
のや通院が可能なものに対して安易に算定してはならな
い。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借
りずに通院ができるものなどは、通院は容易であると考
えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない（や
むを得ない事情がある場合を除く。）。
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居宅療養管理指導とは

＜居宅への訪問における留意点＞

•有料老人ホーム等においては共用の空間ではなく
利用者の居室を訪問してください。

•以下の場合は居宅訪問として認められません。

・デイサービス事業所への訪問

・ショートステイ事業所への訪問

・居宅とは認められていない「宅老所」や

「お泊りデイサービス」等への訪問
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みなし指定

•保険医療機関・保険薬局であれば、介護保険の指定
（介護予防）居宅療養管理指導事業所として指定があっ
たものとみなされる。

＝みなし指定

•介護保険の事業者番号は、医療機関等コードを用いる。

•歯科医療機関の場合は、７桁の医療機関等コードの前
に、「４０３」を付番した１０桁の番号が、介護保険の事
業者番号となる。
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算定について（歯科医師）

•在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、
指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該
利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な
歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対す
る居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並
びに利用者又はその家族等に対する居宅サービス
を利用する上での留意点、介護方法等についての
指導及び助言を行った場合に単一建物居住者の人
数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算
定する。
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算定内容（歯科医師）

•歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的
かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門
員（ケアマネジャー）に対するケアプランの作成等に必要
な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に
ついての指導及び助言を行う。

•利用者が他の介護サービスを利用している場合にあって
は、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、
当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する
上での情報提供及び助言を行う。
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•歯科医師の居宅療養管理指導の算定に当た
り、ケアマネジャーへの情報提供は必須。

•情報提供をしていなければ、算定できない。

•情報提供は算定する度に、毎回必要。
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重要ポイント！！
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情報提供を行うケアマネジャーとは

• 居宅介護支援事業所

• 介護予防支援事業所（地域包括支援センター）

• 特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）

• 地域密着型特定施設入居者生活介護

• 小規模多機能型居宅介護

• 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

• 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

→ 上記各事業所のケアマネジャーのこと
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「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

• ケアマネジャーに対する情報提供の方法

① サービス担当者会議へ参加し、その場で情報提供を
行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな
い。）。

※ サービス担当者会議への参加により情報提供を行っ
た場合については、その情報提供の要点を記載する必
要がある。

※ この記載については、医療保険の診療録に記載する
ことは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の
記載と区別する。
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「情報提供」及び「指導又は助言」
の方法
• ケアマネジャーに対する情報提供の方法

② サービス担当者会議への参加が困難な場合や
サービス担当者会議が開催されない場合等は、「情報
提供すべき事項」について、原則として、スライド１２の
別紙様式２等（メール、FAX等でも可）により情報提供
を行う。

※ スライド１２の別紙様式２による情報提供を行った
場合は、当該様式の写しを診療録に添付するなどして
保存する。
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別紙様式２
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「情報提供すべき事項」について
ア 基本情報

（医療機関名、住所、連絡先、歯科医師氏名、

利用者の氏名、生年月日、性別、住所、

連絡先等）

イ 利用者の病状、経過など

ウ 介護サービスを利用する上での留意点、

介護方法など

エ 利用者の日常生活上の留意事項、

社会生活面の課題と地域社会において

必要な支援策等（3年度改正で追加）
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「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

• 利用者・家族などに対する指導又は助言の方法

① 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関
する指導又は助言は、文書等の交付により行うよう努めるこ
と。

② 口頭により指導又は助言を行った場合については、その
要点を記録する。

記載については、医療保険の診療録に記載することは差し
支えないが、下線又は枠で囲うなどして、他の記載と区別で
きるようにすること。

③ 文書等で指導又は助言を行った場合は、当該文書等の写
しを診療録に添付する等により保存すること。
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情報提供に伴う利用者の同意

•情報提供を行うためには、まず、利用者に十分な説明
を行い、同意を得ることが重要。

•利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、
利用者家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、
あらかじめ文書により得ておかなければならない。（個
人情報利用同意書等）
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ケアマネジャーによるケアプランの作成が
行われていない場合

• 居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利
用者や自らケアプランを作成している利用者などのケア
マネジャーによるケアプランが作成されていない場合は、
情報提供をしていなくても算定できる。

• ただし、当該利用者が、居宅療養管理指導以外にも他の
介護のサービスを利用している場合にあっては、必要に
応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該他の介
護サービス事業者等に対し、介護サービスを提供する上
での情報提供及び助言を行うこととする。
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算定回数について（歯科医師）

• 歯科医師が、１人の利用者に対して、それぞれ月２回まで
算定することができる。

• 複数の歯科医師による算定は原則としてできないが、主
治の歯科医師がやむを得ない事情により訪問できない場
合については、同一医療機関の歯科医師が代わりに訪問
を行った場合も算定できる。【Ｑ＆Ａ】
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算定日について（歯科医師）

•算定日は、当該月の歯科訪問診療又は往診を
行った日とする。（保険診療を行ったときでなけれ
ば算定できず、利用者の居宅は歯科医療機関か
ら１６ｋｍ以内となる。）

•請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往
診の日又は当該サービス担当者会議に参加した
場合においては、参加日若しくは参加が困難な場
合においては、文書等を交付した日を記入する。
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利用料の受領

・所定単位の１割、２割又は３割は利用者負担。

・必ず利用者負担分は徴収のうえ、利用者に対して領

収証を発行すること。

・交通費（実費）を、利用者から徴収することも可能で

あるが、あらかじめ、利用者又はその家族に対して

その額等に関して説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。

・居宅療養管理指導は、区分支給限度額の管理外で

あり、区分支給限度額を超えていても算定すること

が可能。
19

重要ポイント！！

•利用料の不徴収は重大な基準違反です。

• １割、２割又は３割負担は必ず徴収の上、領
収証を発行してください。
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記録の整備

• 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して
おかなければならない。

• 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する
記録を整備の上、各指定権者が定める基準に沿って定
められた期間保存しなければならない。

①提供した具体的なサービス内容等の記録

②市町村への通知に係る記録

③苦情の内容等の記録

④事故発生時の対応の記録
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記録の整備

•保存期間（各指定権者の条例に基づく）

①提供した具体的なサービス内容等の記録

→ サービスの提供に係る保険給付支払いの日から５年

②市町村への通知に係る記録

③苦情の内容の記録

④事故発生時の対応の記録

→ 記録完結の日から２年（福岡市：５年）
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電磁的記録等（令和３年度改正）
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・ 書類や記録は紙ベースでなく、電磁的記録により行うことが
できる。

電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介
護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚
生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する
こと。

・ 利用者及びその家族等への交付、説明、同意、承諾、締結
その他これに類する書類の取扱い

⇒基準の第８条（内容及び手続の説明及び同意）の２項から６項の規定に
準じること

⇒同意の意思表示は電子メールでも可能
⇒「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」
を参考にすること

サービスの開始にあたって
•内容及び手続の説明及び同意について

居宅療養管理指導の開始に際しては、利用申込者又
は家族に対し、運営規程の概要、従業員の勤務体制、
事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項に
ついて文書による説明を行い同意を得る必要がある。

①契約書

②運営規程

③重要事項説明書

④個人情報利用同意書

24

（１）事業の目的及び運営の方針
（２）従業者の職種、員数及び職務
の内容

（３）営業日及び営業時間
（４）居宅療養管理指導の種類
及び利用料その他の費用の額

（５）通常の事業の実施地域
（６）虐待防止のための措置に関す
る事項（令和６年３月３１日まで
は努力義務）

（７）その他運営に関する重要事項
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運営規程について（令和３年度改正）

【職員の員数】

〇 運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」に

ついて「〇〇人以上」と記載することが可能。

〇 運営規程における「従業者の職種、員数及び職種の内容」

について、その変更の届出は年1回で足りることを明確化

25

記載事項に「虐待の防止のための措置に関する事項」を
追加（経過措置：令和６年３月３１日までは努力義務）
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運営規程について（令和３年度改正）

虐待の防止に係る、組織内の体制や虐待又は虐待が疑
われる事案が発生した場合の対応方法等を示す内容で
あること。
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基本方針（第１条の２）

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な
体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する
等の措置を講じなければならない。
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高齢者虐待防止（令和３年度改正）

①虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
②虐待の防止のための指針の作成
③虐待の防止のための従業者に対する研修（年に１回以上）
④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置

具体的には

令和６年3月31日まで
は努力義務
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① 虐待の防止のための対策を検討する委員会
定期的な開催をすることが必要⇒他の会議と一体的開催可能

（法人内の複数事業所による合同開催、感染症対策委員会
等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催
することが可能【Ｑ＆Ａ】）

【委員会の協議事項】
ⅰ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ⅱ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ⅲ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ⅳ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ⅴ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切
に行われるための方法に関すること

ⅵ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な
防止策に関すること

ⅶ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

高齢者虐待防止（令和３年度改正）
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② 虐待の防止のための指針の整備

ⅰ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
ⅱ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ⅲ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ⅳ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ⅴ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ⅵ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ⅶ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
ⅷ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
ⅸ その他虐待の防止の推進のために必要な事項

29

高齢者虐待防止（令和３年度改正）

③ 虐待に関する研修の実施
・指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修
（年に１回以上）を実施する。
・新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施する
・研修の実施内容についても記録すること
・研修の実施は、事業所内職員研修での研修で差し支えない

30

高齢者虐待防止（令和３年度改正）

※研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様
法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、都道府県
や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事
業所による外部講師を活用した合同開催でも可能【Ｑ＆Ａ】
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運営規程等の掲示について（令和３年度改正）

31

介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の
向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、事業
所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこ
と等を可能とする。

32

勤務体制の確保（令和３年度改正）

ハラスメント関係
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背
景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため
の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

事業主が講ずべき措置の具体的内容
・事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備
⇒相談に対応する担当者をあらかじめ定める
⇒上記の窓口をあらかじめ労働者に周知

具体的には

令和４年3月31日まで
は努力義務
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33

勤務体制の確保（令和３年度改正）

事業主が講じることが望ましい取組について
１. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
２. 被害者への配慮のための取組
●メンタルヘルス不調への相談対応
●行為者に対して１人で対応させない等

３. 被害防止のための取組
●マニュアル作成や研修の実施等

※参考資料：「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、
「（管理職・職員向け）研修のための手引き」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン
ト）の防止について、努める必要がある。以下の事項が
望ましい取組として例示されている。

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等（令和３年度改正）

34

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅療養管理指
導の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を
図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要
な措置を講じなければならない

【感染症に係る業務継続計画】
・平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、
備蓄品の確保等）
・初動対応
・感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、
関係者との情報共有等）

【災害に係る業務継続計画】
・平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止
した場合の対策、必要品の備蓄等）
・緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
・他施設及び地域との連携

策定内容

令和6年3月31日まで
は努力義務
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② 事業者は従業員に対して業務継続計画の具体的内容を周知。

業務継続計画に基づき、必要な研修（年１回以上）及び訓練（年１回

以上が望ましい）を実施。

⇒ 業務継続計画の策定、研修・訓練は、他サービス事業者との連携

でも可。全従業者が参加できることが望ましい。

③ 定期的に業務継続計画を見直す。

35

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等（令和３年度改正）

業務継続計画に記載する内容は以下を参考にすること。

・「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の
業務継続ガイドライン」
・「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

36

感染症の予防及びまん延の防止のための措置
（令和３年度改正）
① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回
以上開催⇒他の会議と一体的開催も可能
（その結果について、従業員に周知徹底を図る）

※従業者が１名である場合は、感染症の予防及びまん延の防止のための
指針を整備することで委員会を開催しないことも差し支えないが、指針の
整備について、外部の感染管理等と積極的に連携することが望ましい。

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
③ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
⇒事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催する
※新規採用時には感染症対策研修を実施することが望ましい。
⇒発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年1回以上）
に行う

令和6年3月31日まで
は努力義務
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歯科衛生士等の居宅療養管理指導について

在宅の利用者であって通院又は通所が困難なもの
に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定
居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又
は看護職員（以下「歯科衛生士等」という。）が、当該
利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指
示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った
場合に、単一建物居住者の人数に従い、１月に４回を
限度として、所定単位数を算定する。

37

算定のための３つの基準（歯科衛生士等）

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し
た者（その実施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛
生士等が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士
その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生
状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作
成していること。

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導
として当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又
は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っているととも
に、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情
報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録してい
ること。

38
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算定のための３つの基準（歯科衛生士等）

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的
に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

39

居宅療養管理指導の内容
（歯科衛生士等）

① 訪問歯科診療を行った利用者又はその家族等に
対して、当該訪問診療を行った歯科医師の指示に基
づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）する
歯科衛生士等が、利用者の居宅を訪問して、利用者
又はその家族の同意及び訪問診療の結果等に基づ
き作成した管理指導計画を利用者又はその家族等
に対して交付するとともに、

40
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居宅療養管理指導の内容
（歯科衛生士等）

当該管理指導計画に従った療養上必要な実地指
導を１人の利用者に対して歯科衛生士等が１対１で
２０分以上行った場合について算定し、実地指導が
単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要
な指導に該当しないと判断される場合は算定できな
い。

なお、請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理
指導に係る指示を行った歯科医師が訪問診療行っ
た日と歯科衛生士等の訪問日を記入すること。

41

居宅療養管理指導の内容
（歯科衛生士等）

② 指示を行った歯科医師の訪問診療の日から起算し
て、３月以内に行った場合に算定する。

③ ２０分以上の居宅療養管理指導を行った時間とは、
実際に指導を行った時間をいうものであり、指導のた
めの準備や利用者の移動に要した時間等は含まない。

42
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居宅療養管理指導の内容
（歯科衛生士等）

④ 当該医療機関の歯科医師からの指示、管理指導計画
に係る助言等（以下「指示等」という。）を受け、居宅に訪
問して実施した場合に算定する。なお、終了後は、指示
等を行った歯科医師に報告する。

⑤ 実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計
画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指
導の対象となった利用者ごとに次スライドの内容を明記
し、指示等を行った歯科医師に報告する。

43

居宅療養管理指導の内容
（歯科衛生士等）

＜報告の内容＞

・利用者氏名

・訪問先

・訪問日

・指導の開始及び終了時刻

・指導の要点

・解決すべき課題の改善
等に関する要点

・歯科医師からの指示等

・歯科医師の訪問診療に
同行した場合には当該歯
科医師の診療開始及び
終了時刻及び担当者の
署名

44
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居宅療養管理指導の内容
（歯科衛生士等）

⑥ 次のア～キのプロセスを経ながら実施する。

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能
等）のリスクを把握すること

→  口腔機能スクリーニング

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決
すべき課題を把握すること

→ 口腔機能アセスメント

45

居宅療養管理指導の内容（歯科衛生士等）

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士、
その他の職種が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する
事項（口腔内の清掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能
に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な実地
指導、歯科保健のための食生活指導等）、解決すべき課題
に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載し、
利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪
問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成す
ること。また、作成した管理指導計画については、居宅療養
管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、同意
を得ること。

46
-23-



居宅療養管理指導の内容（歯科衛生士等）

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地
指導を実施するとともに、管理指導計画に実施上の問題
（口腔清掃方法の変更の必要性、関連職種が共同して
取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに
当該計画を修正すること。

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生
活機能の状況を検討し、口腔機能のモニタリングを行い、
当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に
対する報告を行うこと。なお、口腔機能のモニタリングは
口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者の
口腔機能の把握を行うこと。

47

居宅療養管理指導の内容（歯科衛生士等）

カ 利用者について、おおむね３月を目途として、口腔機能
のリスクについて、口腔機能スクリーニングを実施し、当該
居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告し、
歯科医師による指示に基づき、必要に応じて管理指導計
画の見直しを行うこと。なお、管理指導計画の見直しに当
たっては、歯科医師その他の職種と共同して行うこと。

キ 利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が利用
者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に
歯科衛生士等の居宅療養管理指導費の算定のために利
用者の状態を定期的に記録する必要はないものとする。

48
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居宅療養管理指導の内容（歯科衛生士等）

⑦ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科
医師は、訪問診療の結果等に基づき指示した内容の
要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付
する等により保存する。また、管理指導計画に基づき、
実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等
を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、管
理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の
報告をうけ、歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、
指示した内容（療養上必要な実地指導の継続の必要
性等）の要点を記載し、共同で作成した管理指導計
画を添付する等により保存する。

49

居宅療養管理指導の内容（歯科衛生士等）

なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に
記載及び添付することとしてもよいが、記載については、下線
又は枠で囲う等により、他の記載と区別することとする。

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が
必要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、
利用者又は家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯
科医師を通した指定居宅介護支援事業者等（ケアマネジャー）
への情報提供等の適切な措置を講じることとする。

⑨ 社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における
様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指
示を行った歯科医師に提供するよう努めることとする。

50
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重要ポイント！！

歯科衛生士の算定に当たっては・・・

• 利用者ごとの「管理指導計画」、「口腔機能スクリーニン
グ」、「口腔機能アセスメント」、「モニタリング」が必要

• １対１で２０分以上の実地指導を行い、開始時間及び終
了時間について必ず記録する。

51

居宅療養管理指導費（介護予防も同様の単価）

52

（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 ５１６単位

（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して
行う場合

４８６単位

（三）単一建物居住者１０人以上に対して行う場
合

４４０単位

歯科医師が行う場合

（一）単一建物居住者１人に対して行う場合 ３６１単位

（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して
行う場合

３２５単位

（三）単一建物居住者１０人以上に対して行う場合 ２９４単位

歯科衛生士等が行う場合
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医療保険の訪問歯科診療料と介護保険の居宅療
養管理指導の人数区分の違いについて

歯科訪問診療料は「同一建物居住者」の人数区分で居宅療
養管理指導は「単一建物居住者（単一建物診療患者）」の人
数区分で算定する。

いずれも3つの人数区分があり、「1人の場合」、「2人～9人の
場合」、「10人以上の場合」で算定点数（単位数）が異なる。

それぞれの人数区分は、「同一建物居住者」の場合は１日に
何人を診るか、単一建物居住者は１月に何人に指導を行う
かで決まる。

53

【留意事項】
単一建物居住者の人数について①
•居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居
住する者のうち、同一月の利用者数を「単一建物居
住者の人数」という。

•単一建物居住者の人数は、同一月における以下の
利用者の人数をいう。

ア ●養護老人ホーム ●軽費老人ホーム

●有料老人ホーム

●サービス付き高齢者向け住宅

●マンションなどの集合住宅等に

入居又は入所している利用者
54
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55

【留意事項】
単一建物居住者の人数について①

例）有料老人ホームの入居者で利用者が５人いる場合

単一建物居住者

２人以上９人以下
の場合の区分で

算定

【留意事項】
単一建物居住者の人数について②

イ ●（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（宿泊サービスに限る。）

●（介護予防）認知症対応型共同生活介護

●複合型サービス（宿泊サービスに限る。）

などのサービスを受けている利用者

ただし、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活
介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、
居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住
者の人数とみなすことができる。
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57

例）ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護
事業所の場合

Aユニット
利用者２人

Bユニット
利用者１人 単一建物居住

者１人の場合
の区分で算定

同じ建物内であっても、１つのユニットを１つの建物
とし、それぞれ単一建物居住者として数える。

単一建物居住
者２人以上９人
以下の場合の
区分で算定

【留意事項】
単一建物居住者の人数について②

【留意事項】
単一建物居住者の人数について③

「単一建物居住者１人の場合」を算定する特例

• １つの居宅に対象となる同居する同一世帯の利用者が
２人以上いる場合

•当該建築物において当該事業所の利用者数が、当該
建築物の戸数の10％以下の場合

•当該建築物の戸数が20戸未満であって当該事業所の
利用者が２人以下の場合
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59

１つの居宅に対象となる同居する同一世帯の利用者
が２人以上いる場合

例）戸建て住宅

単一建物居住者

１人の場合の区分
で算定

「単一建物居住者１人の場合」を算定する特例

60

当該建築物において当該事業所の利用者数が、
当該建築物の戸数の10％以下の場合

例）マンション 戸数３０戸 利用者数３人
利用者数３人÷マンション戸数３０戸×１００＝１０％

単一建物居住者

１人の場合の区分
で算定

「単一建物居住者１人の場合」を算定する特例
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61

「単一建物居住者１人の場合」を算定する特例

当該建築物の戸数が20戸未満であって当該事業所
の利用者数が２人以下の場合

例）マンション 戸数１８戸 利用者数２人

単一建物居住者

１人の場合の区分
で算定

【留意事項】
単一建物居住者の人数について④

単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定

［平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A Vol.4］

•利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建
物居住者の人数が減少する場合は、当月に実施する
当初の予定の人数に応じた区分で算定する。
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【留意事項】
単一建物居住者の人数について④

63

当初10人の利用者
↓

月途中で１名死亡と
なった場合

↓

当初の人数10名以
上の区分で請求

【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑤

単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定

［平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A Vol.4］

• 利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で人数が
増加する場合は、

①当月に実施する予定の利用者については当初の予定人
数に応じた区分

②当月に転居してきた等の利用者等については当該転居し
てきた利用者を含めた、転居時点における全利用者数に応
じた区分
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【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑤

65

当初９人の利用者
↓

月途中で１名転入し
た場合

↓

①当初の９名は
２～９人の区分

②転入した１名は
10人以上の区分

①

②

【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑥

単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定

［平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A Vol.4］

•転居や死亡等の事由については診療録等に記載する
こと
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【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑦
単一建物居住者の人数の考え方について

［平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A Vol.4］

・同一の建築物において、ユニット数が３以下の認知症対応
型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する場合には、
次のとおり、認知症対応型共同生活介護事業所とそれ以外
で区別し、居宅療養管理指導費を算定する。

① 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所
については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指
導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなす。

ただし、１つのユニットで１つの同一世帯の利用者のみに
居宅療養管理指導を実施する場合には、利用者ごとに「単
一建物居住者が１人の場合」の区分で算定する。

67

１階 グループホーム（２ユニット）

【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑦

２～８階 マンション

Aユニット ２人 Bユニット１人単一建物居住
者２人以上９人
以下の場合の
区分で算定

単一建物居住
者１人の場合
の区分で算定
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【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑦
単一建物居住者の人数の考え方について

［平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A Vol.4］

② 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所以外
については、認知症対応型共同生活介護事業所で居宅療養管
理指導を実施する人数を含め、当該建築物で居宅療養管理指
導を実施する人数を単一建物居住者の人数とする。

ただし、当該建築物で１つの同一世帯の利用者のみに居宅
療養管理指導を実施する場合は、利用者ごとに「単一建物居住
者が１人の場合」の区分で算定する。

また、「当該建築物で居宅療養管理指導を行う利用者数が、
当該建築物の戸数の10％以下の場合」又は「当該建築物の戸
数が20 戸未満であって、居宅療養管理指導を行う利用者が２
人以下の場合」については、利用者ごとに「単一建物居住者１
人に対して行う場合」の区分で算定する。 69

１階 グループホーム（２ユニット）

【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑦
２階 マンション

Aユニット ２人 Bユニット１人

２階のマンションの利
用者数：７人

グループホームの利
用者３人を含めた人
数になるため、単一
建物居住者１０人以
上の場合の区分で算

定する。

（グループホームの
利用者３人+マンショ
ンの利用者７人＝
総計１０人）
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71

【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑧
単一建物居住者の人数の考え方について

［平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A Vol.4］

・同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅
療養管理指導費の利用者が２人以上いる世帯」がある
場合

・同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管
理指導費の利用者が２人以上いる世帯」とそれ以外の
利用者がいる場合

それぞれ居宅療養管理指導を実施する予定の合計数
に応じた区分により算定する。

72

【留意事項】
単一建物居住者の人数について⑧
２階のマンション

同居する同一世帯：２人

１階のマンション

同居する同一世帯：２人

単一建物居住者２
人以上９人以下の
場合の区分で算定

（１階の利用者２人
+２階の利用者２人
＝総計４人）
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【留意事項】
単一建物居住者の人数について
⑧２階のマンション

１階のマンション

同居する同一世帯：２人

単一建物居住者

１０人以上の場合
の区分で算定

（１階の利用者２人
+２階の利用者８人
＝総計１０人）

１人の世帯：８人

地域加算等

別に厚生労働大臣が定める地域「特別地域」に所在する事
業所が居宅療養管理指導を行った場合

１５／１００
単位を加算

別に厚生労働大臣が定める地域「中山間地域」に所在し
かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準※に適合する
事業所が居宅療養管理指導を行った場合

１０／１００
単位を加算

事業所が別に厚生労働大臣が定める地域「特別地域及び
中山間地域」に居住している利用者に対して通常の事業の
実施地域を越えて居宅療養管理指導を行った場合

５／１００
単位を加算

74

※なお、別に厚生労働大臣が定める地域については「令和３年度集団指
導資料～指定（介護予防）居宅療養管理指導事業所～」のP５２～Ｐ５５で
ご確認ください。
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別に厚生労働大臣が定める地域「中山間地域」に所在し、かつ、
別に厚生労働大臣が定める施設基準※に適合する事業所が
居宅療養管理指導を行った場合

※上記の別に厚生労働大臣が定める施設基準

指定居宅療養管理指導の場合
１月当たり

延べ訪問回数が
５０回以下

指定介護予防居宅療養管理指導の場合
１月当たり

延べ訪問回数が
５回以下

75

延べ訪問回数の取扱い①

•延べ訪問回数は前年度（３月を除く。）の１月当た
りの平均延べ訪問回数

•前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事
業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につい
ては、直近の３月における１月当たりの平均延べ
訪問回数を用いる。新たに事業を開始し、又は再
開した事業者については、４月目以降届け出が可
能となる。

76
-38-



延べ訪問回数の取扱い②

※平均延べ訪問回数については、毎月ごとに記録
し、所定の回数を上回った場合については届出を提
出すること。

•当該加算を算定する事業所は、その旨について利
用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを
行う必要がある。

77

78

「特別地域及び中山間地域」に居住している利用者に対して
通常の事業の実施地域を越えて居宅療養管理指導を行った
場合（5/100単位を加算）の注意点

運営規程に通常の事業の実施地
域として特別地域及び中山間地域
を定めている場合は標記の加算
は算定できないので要注意ㅯㅯ

加算を算定する場合は運営規程
に定めている通常の事業の実施
地域を確認しましょうㅯㅯ
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医療保険と介護保険の給付調整

79

令和３年度集団指導資料
～指定（介護予防）

居宅療養管理指導事業所～

５６ページから７４ページを
ご参照ください。

医療保険と介護保険の給付調整

○は、診療報酬と介護保険を両方算定できる項目

○が付いていて、（同一月に居宅療養管理指導を算定
している場合は算定できない）とあるのは、居宅療養
管理指導を算定している同一月に診療報酬を算定で
きない項目

×とあるのは、介護保険の認定を受けている利用者で
あれば診療報酬を算定できない項目

80
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医療保険と介護保険の給付調整
（令和２年３月２７日厚生労働省保険局医療課長通知)

•居宅の介護保険の居宅療養管理指導費算定患者
（介護予防含む）については、同一月に、健康保険等
での診療報酬は算定できない。

＜歯科＞

・歯科疾患管理料

・歯科特定疾患療養管理料

・診療情報提供料（Ⅰ）

・歯科疾患在宅療養管理料

81

医療保険と介護保険の給付調整

•介護保険の認定を受けている居宅の利用者について、
次の診療行為は、診療報酬等を算定できない

＜歯科＞

・訪問歯科衛生指導料

・在宅患者訪問薬剤管理指導料

・在宅患者連携指導料

82
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初めて介護報酬を算定するときは

• 「福岡県国民健康保険団体連合会」に連絡し、「介護
給付費請求の手引き」を確認。

83

福岡県国民健康保険団体連合会
事業部介護保険課介護保険係

０９２－６４２－７８５８

� ホームページからもダウンロード可能。

福岡県国民健康保険団体連合会トップページ

＞事業者の皆様へ

＞介護給付費請求の手引き

今後とも介護保険制度の

適切な運営のために、

ご協力いただきますよう

お願いします。

ご清聴

ありがとうございました。
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